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１【提出理由】

平成25年６月27日開催の当社第82回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取

引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、

本報告書を提出するものであります。

　

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 平成25年６月27日

　

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金処分の件

イ  株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式１株につき金36円    総額1,814,568,660円

ロ  剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年６月28日

第２号議案  取締役９名選任の件

取締役として、川村八郎、塩川　博、樋口浩一、村山惠司郎、黒沢光照、

岸　信夫、浅見　泰、西川博文および角　芳尋の各氏を選任するものであります。

第３号議案  退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第４号議案  役員賞与支給の件

第５号議案  当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

　　　　　　当社第80回定時株主総会で承認された、当社株式の大規模買付行為に関する

　　　　　　　対応方針（買収防衛策）を更新するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

　

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び賛成

割合(％)

第１号議案
剰余金処分の件

43,162 613 0 (注)１ 可決 (98.60％)

第２号議案
取締役９名選任の件
　　川村　八郎
　　塩川　　博
　　樋口　浩一
　　村山惠司郎
　　黒沢　光照
　　岸　　信夫
　　浅見　　泰
　　西川　博文
　　角　　芳尋

 
41,377
43,031
43,033
43,031
43,033
43,067
43,066
43,047
43,066

 
2,398
744
742
744
742
708
709
728
709

 
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(注)２

 
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

 
(94.52％)
(98.30％)
(98.30％)
(98.30％)
(98.30％)
(98.38％)
(98.38％)
(98.34％)
(98.38％)

第３号議案
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件

43,362 412 0 (注)１ 可決 (99.06％)

第４号議案
役員賞与支給の件

42,883 892 0 (注)１ 可決 (97.96％)

第５号議案
当社株式の大規模買
付行為に関する対応
方針（買収防衛策）
継続の件

35,487 8,288 0 (注)１ 可決 (81.07％)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

　

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを

合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算しておりません。

　

　　以上       　　　　　　　　　　　　　　 
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